
確実な再造林に向けた対策の実施について

令和７年度の取組状況

主な課題 今年度の取り組み内容 意見・課題等

①森林の適切な経営管理 ◆ 会報誌や地域の会合等において再造林を呼び掛け

ているが、なかなか意欲が高まらない。

・ 森林所有者が森林経営に関心がな

い（維持管理の費用・責任が重荷）

〇 森林所有者に対する所有山林の把握支援と責任･義務の周知

方法の検討

〇 森林所有者の再造林に対する意識の醸成

〇 森林所有者等に対する各種補助制度等の普及啓発

〇 森林環境譲与税による再造林推進のための市町村事業の活用

◆ 所有者の高齢化や不在村所有者が増加し、山林を

手放したい意向が強く、長期森林経営管理委託契

約が進まない。

◆ 植栽費用や食害による補植、保育費用に不安があ

り消極的。

◆ 下刈後は経営管理制度を活用してはどうか。

〇 J-クレジットの創出を図る事業体への支援及び他事業体への

制度の周知

◆ 施業履歴の収集、煩雑な手続等事務負担が大きい。

◆ 経費の高さ、審査に時間がかかるなど敷居が高い

・ 森林経営計画策定面積の拡大 〇 施業の集約化等による森林経営計画の新規作成に向けた検討

や森林経営管理事業の実施等、持続的な森林経営に向けた取

り組みについて支援

◆ 計画策定及びこれを管理する人員が不足してい

る。

【森林経営計画策定推進検討部会】

〇 森林経営計画策定の状況について

〇 森林経営計画策定推進に係る課題と対応について

・森林クラウドへのアシストシステムの実装

◆ 森林環境譲与税や国の交付金の活用だけでは面積

の増加は難しい、林業普及指導員を中心に関係者が

連携し、具体的な支援の取り組みを要望。

◆ 造林事業や伐採届との連携など、使いやすいシス

テムの整備を希望。

②造林作業の省力化・効率化

・ 作業員の確保・定着が進まない 〇 人材の確保・育成に向けた情報提供や各種研修への積極的な

参加、造林・保育作業員の就労条件の改善、スマート林業の

活用を支援

・ 木材業者登録者に再造林作業等の受注可否や、直接実施の

意向を問うアンケート調査を実施

◆ 儲からない再造林を請け負う事業体はいない。

◆ 山の管理は自分の代で終えたい意向の森林所有者

が多く、営業にならない。



主な課題 今年度の取り組み内容 意見・課題等

③伐採作業と造林作業の連携

・ 林地保全に配慮した伐採・搬出・再

造林のルールが必要

〇 伐採・再造林に対する地域ガイドライン等の検討・作成

・ 関係者へのガイドラインの周知

◆ ガイドラインの作成後、総会にて周知を図ってい

るが、まだまだ浸透するに至っていない。今後、周

知のため、先進地の講演会や研修会を行う予定。

◆ 小規模ながら素材生産業者による地ごしらえ、再

造林の動きが出てきている。

〇 伐採届出制度等の適正な運用に係る助⾔・指導

・ 伐採及び伐採後の造林の届出の窓口対応に関するロールプ

レイングを実施

◆ 引き続きロールプレイングは継続（天然更新の届

出に対する再造林の働きかけを加える）

・ 主伐地の情報の共有(伐採届情報

の共有等)

〇 伐採情報の共有と再造林箇所の把握 ◆ 個人情報の取り扱いが難しい。

【森林経営計画策定推進検討部会】

〇 森林経営計画策定推進に係る課題と対応について

・ 届出情報の提供同意確認欄などを追加した岡山県版伐採届

の様式（例）を提示

④苗木の安定供給体制の構築

・

・

コンテナ苗の生産技術の確立と効

率化、コスト縮減

コンテナ苗の安定的な生産と供給

〇 苗木の安定供給に向け、苗木生産業者における資機材導入へ

の支援や育成のための技術指導・助言の実施

◆ 引き続き、苗畑への巡回指導、補助制度の紹介を

行う。

【伐採・再造林連携推進検討部会】

〇 苗木の安定供給体制の構築に向けた取組について報告

・ 採捕園の新規造成、播種機材の設備の拡充、新規生産者へ

の研修

◆ 今後、植栽面積が増えていっても、必要となる苗

木が不足するようなことのないよう、種子の増産と

苗木生産者の育成を両面から進めている。



主な課題 今年度の取り組み内容 意見・課題・今後の取り組み等

⑤獣害対策の強化

・ シカ被害は深刻な状況であり、被

害防除対策の強化が必要

〇 猟友会等捕獲者等、地域が一体となったシカ被害対策の推進

・ 専門家からのアドバイスや猟友会の協力を得ながら、防護

と捕獲の合わせ技によるシカ被害未然防止の効果的な方策

を模索

◆ 果樹苗木を用いたシカの誘因捕獲については引き

続き効果検証

◆ 捕獲対策は重要だが、見回り等のマンパワーは、

会員の高齢化などにより、猟友会だけでは不足。

〇 地域の実情に応じた防護技術の検討

・ モデル林における単木保護や、大苗木の植栽、金網製獣害

防護柵の試行設置など、施工性や積雪、強風への耐性などに

ついて比較実証を行う

◆ 大苗木の植栽を試行したが、運搬・植栽・支柱設

置等に係る労働強度が問題。

◆ 金網製獣害防護柵は設置手間など割高だが、維持

管理の省力化が認められることから、要所を限定

するか、組み合わせて使用してはどうか。

◆ ドローンによる防護柵の点検はスカート部の穴が

発見できない。また、自動運転はルート設定に相

当な時間と労力が必要

・ ノウサギの被害がシカ被害より深刻な地域もあり、新たな

対策が必要

◆ ノウサギに対しては、侵入防止ネットは割高にな

るので、捕獲が有効。

【伐採・再造林連携推進検討部会】

〇  森林研究所による「シカ林業被害防止対策推進協議会」の

活動報告

・ 食餌木との混植による獣害対策

・ 防護柵の見回り点検業務における専従職員の配置

◆ スギ・ヒノキ一辺倒ではなく、多様な樹種として

カラマツ植栽も可能性がある（選択肢の一つ）



参考

再造林面積及び再造林率の推移

皆伐面積

(ha)

再造林

面積(ha)

再造林率

単年 累積 ３ヶ年平均

平成30年度 ３０４ ９６ ３２％ ３２％

３１％令和元年度 ３１７ ８６ ２７％ ２９％

２０％令和２年度 ３１６ １０５ ３３％ ３１％

２２％令和３年度 ６９９ ７８ １１％ ２２％

２４％令和４年度 ５６５ １６９ ３０％ ２４％

３３％令和５年度 ６０２ １９９ ３３％ ２６％

令和６年度 ５６３ ２０４ ３６％ ２８％

地域再造林推進ＷＧの実施状況

地 区 構 成 員 開催状況（R8.2.末現在）

岡 山 林業普及指導員等、岡山市、吉備中央町、岡山森林組合、びほく森林組合 全体会議 ０回、個別 ４回

東 備 林業普及指導員等、備前市、赤磐市、和気町、美作東備森林組合東備地区 全体会議 １回、個別 ５回

倉 敷

井 笠

林業普及指導員等、倉敷市、総社市、早島町、笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町、備中南森林組合、

井原市森林組合

全体会議 ３回、個別１６回

（倉敷４回、井笠８回、共同４回）

高 梁 林業普及指導員等、高梁市、びほく森林組合、ナカヤマ建設(株)、(株)川上林業 全体会議（２回）、個別 ４回

新 見
林業普及指導員等、新見市、岡山県森林組合連合会新見支所、新見市森林組合、(株)戸川木材、(有)杉産業、

(株)金山林業、(有)小田工務店、（株）YAMATO林業、（合同）バイオマスサプライ、津山綜合木材市場、
全体会議 ２回、個別 ４回

津 山
林業普及指導員等、津山市、鏡野町、津山市森林組合、作州かがみの森林組合、久米郡森林組合、

院庄林業(株)（森林所有者）、津山地区猟友会、鏡野地区猟友会
全体会議 ２回、個別 ４回

真 庭

林業普及指導員等、真庭市、新庄村、真庭森林組合、びほく森林組合、服部興業(株)、国六(株)、

岡山県北部素材生産協同組合（三謳（株）、(有)向井林業）、うじひら木材産業(株)、真庭木材市売(株)

岡山県森林組合連合会勝山支所、真庭地区木材組合

全体会議 ４回、個別１６回

勝 英
林業普及指導員等、美作市、勝央町、奈義町、西粟倉村、美作東備森林組合、奈義町森林組合、(株)板坂林

業、(有)森岩木材、(株)いざなぎ創林、猟友会勝英支部奈義分会
全体会議 ４回、個別 ６回

計 － 全体会議１６回、個別５５回



岡山県における再造林の推進に係る主な課題と取組状況

②造林作業の省力化・効率
化

• 造林作業員の減少。造林・
下刈りの過酷さにより必要な
労働力がさ ら に不足するお
それ

• 再造林に適した林地の選定

• 低密度植栽によるコスト削減

• 作業員の確保・定着が進ま
ない (特に造林従事者の確
保が急務)

✓ 造林作業の機械化やドローンを活用
した苗木運搬の開発・実証を加速す
るとともに、現場への実装を推進

✓ 低密度植栽、下刈り時期・期間等の
実証により、労務軽減を推進

✓ 造林適地で積極的な再造林をできる
よう選定に向けた取組を推進

✓ 造林・保育作業員の就労条件の改善

✓ 伐採業者の多能化や異業種からの
人材確保

主な課題 課題に対する考え方 具体的な行動

➢ 再造林普及啓発チラシを作成し、森林
組合及び素材生産者等の関係者の連
携により、森林所有者への再造林の
提案を実施

➢ 森林経営計画策定技術等の普及

➢ 森林経営計画を利用した新たな収益
確保支援（J-クレジット制度）

➢ 森林経営管理制度の活用

✓ 森林経営管理に必要な長期施業プ
ラン、経費、補助制度等提示による
不安の払拭

✓ 長期的な管理受託により、森林所
有者の負担意識の軽減

✓ 所有森林を「意欲と能力のある事業
体」に預ける選択肢の普及

✓ 森林所有者の森林経営に対する意
識醸成

➢ 低密度植栽、下刈り回数、時期の実
証による労務の軽減や低コスト化の
検証

➢ 労働環境の改善（下刈り手当の支給
支援を含む）

➢ 森林ゾーニング支援ツールを活用し
た造林適地の選定

➢ 低密度植栽に対応するため、県・市
町村計画の見直し

➢ ・伐採業者による再造林事例の収集

①森林の適切な経営管理

• 費用負担が大きいことが再
造林の進まない主な要因

• 森林の経営管理に対する疑
念の払拭

• 森林経営計画策定面積の拡
大

• 森林所有者が森林経営に関
心がない（森林所有の負担
感）

Ｒ８の取組

➢ 取 組

○持続可能な森林経営強化支援事業

・林業サイクル推進コーディネート事業

・森林J-クレジット創出支援事業

○森林クラウド改修事業

・森林経営計画関連情報管理機能の

構築

検 討
・森林経営計画策定推進に必要な具体
的な支援策の検討

・森林所有者・造林者業者に負担が掛か

らない新たな仕組みづくりの検討

・市町村独自ビジョンの作成支援

・森林所有者等への情報発信

➢ 取 組

○林業担い手育成総合対策事業

・働きやすい職場環境改善を支援

  〇補助事業におけるデジタル申請の推進

・デジタル技術を用いた測量への支援

➢ 検 討

・造林・保育作業員の育成・確保

（必要な支援策等の検討）

【赤字は新規・拡充による取組】



岡山県における再造林の推進に係る主な課題と取組状況

主な課題 課題に対する考え方

④苗木の安定供給体制の構築

• コンテナ苗の生産技術の確立と
効率化、コスト縮減が必要

• 造林の動向等、他律的な因子
に左右されやすい経営環境

• コンテナ苗の安定的な生産と供
給

⑤獣害対策の強化

• シカ被害は深刻な状況であ
り、被害防除対策の強化が
必要

• 今後増える防護柵の廃棄処
分

✓ 生産技術の標準化や育種・育苗技術
の開発・普及を推進

✓ 生産施設の整備や育苗期間の短縮化
技術の導入等による生産工程の合理
化の取組を進め、 苗木生産を効率化

✓ 生産者と需要者間の需給情報の共有
や苗木の委託生産等の取組を普及 し
、安定的な種苗の流通を促進

✓ 一貫作業に必要なコンテナ苗の安定的
な供給

✓ 獣害防護柵等の設置基準の作成や
効率的な管理手法の確立

✓ シカの捕獲や生息状況把握に関する
新たな技術の開発・実証を推進

✓ 防護ネットの処分方法

具体的な行動

➢ 苗木生産者への技術支援

➢ 苗木生産コスト低減の実証

➢ 苗木需給情報の精度の向上

➢ 種苗の生産流通推進のための

体制整備

➢ 獣害防護柵等設置、点検、修繕マニュ
アルの普及

➢ 被害対策モデル地区の設定

➢ 生息密度低下に向け、効果的な捕獲
技術で猟友会等と協力体制の構築

➢ 防護柵回収・廃棄方法の検討

Ｒ８の取組

➢  取 組

〇コンテナ苗で広げる花粉レスの森づくり

    事業（採種園の新規造成（1.5ha）、採種

機材設備の拡充（高所作業車､草刈機）､

新規苗木生産者への技術指導（２年目）

等）

検 討

  ・苗木の予約生産の推進（県内予約生産

分に対する種子を優先的に売り払い）

  ・種子売払い先を県内生産者全体に拡充

・苗木需給見込量の精度向上

➢ 取 組

○再造林推進のためのシカ林業被害総合

対策事業（各被害対策モデル地区にお

ける専門家を交えた現地検討等）

〇獣害対策（点検）への支援の拡充

➢ 検 討
・専門家を交えた現地検討等に基づく
効果的な対策への支援

③伐採作業と造林作業の連携

• 伐採時に再造林等に係る費用
の明確化が必要

• 林地保全に配慮した伐採・搬
出・再造林のルールが必要

• 安心して作業を任せられる事業
体の育成が必要

• 主伐地の情報の共有

(伐採届情報の共有等)

✓ 伐採・再造林に対するガイドラインを作
成し、林業事業体が守るべき基準の明
確化や伐採と造林の一貫作業や連携
の取組を推進

✓ 林業事業体の自主的な行動規範を公
表するなど、責任ある林業事業体の育
成が急務

➢ 地域毎の課題の整理と対策検討

※ガイドライン・自主行動規範普及

➢ 伐採・再造林一貫作業の取組強化

➢ 市町村に提出される伐採届(森林法10
条の8）情報を造林者と共有

➢ 取 組

○伐採届の様式例の提示及び活用

・第三者への情報提供の同意

○持続可能な森林経営強化支援事業

・林業サイクル推進コーディネート事業

➢ 検 討

・伐採・再造林に係るガイドラインの作成

推進



中間報告▲

確実な再造林に向けた対策検討会議スケジュ—ル

▲
部会

１月２９日

※必要に応じて、伐採・再造林連携推進部会及び森林経営計画策定推進検討部会を開催する。

検討課題解決に向けた取組
①森林経営計画の策定による計画的な森林整備の推進
②所有者負担ゼロの再造林の仕組み構築
③長期管理受託の促進
④造林・保育従事者の育成手法の検討
⑤地域再造林WGの取組状況報告

各検討結果に基づく確実な再造林の実践

検
討
会
議

地
域
再
造
林
Ｗ
Ｇ

伐採・再造林に係るガイドライン等共通ルールの作成・推進
地域の行動規範として周知・定着・活用

市町村独自のビジョン作成等によるゾーニングの設定
経営適地での森林経営計画作成推進

森林所有者等への伐採届出制度の適正な運用の周知

コーディネーターとの連携による伐採業者・造林業者等を通じ
た森林所有者への働きかけ

職場環境の改善（働きやすい職場づくり）
伐採業者等による再造林・下刈りの促進

地域毎の課題解決に向けた実践・結果の検討

検
討
会
議

検
討
状
況
の
共
有
、
対
応
策
等

取
組
結
果
報
告

取
組
結
果
報
告

森林環境譲与税等を活用した市町村施策の検討・推進
J-クレジットの創出を図る事業体への支援

地域が一体となったシカ被害対策の推進
ノウサギ被害対策の検討・推進

令和７（2025)年度

９ 10 11 12 ７４ ８５ ６１ ２ ３

令和８（2026)年度

検討課題解決に向けた取組
①森林経営計画の策定による計画的な森林整備の推進
②所有者負担ゼロの再造林の仕組み構築
③長期管理受託の促進
④造林・保育従事者の育成手法の検討
⑤地域再造林WGの取組状況報告

伐採・再造林に係るガイドライン等共通ルールの作成・推進
地域の行動規範として周知・定着・活用

市町村独自のビジョン作成等によるゾーニングの設定
経営適地での森林経営計画作成推進

森林所有者等への伐採届出制度の適正な運用の周知

コーディネーターとの連携による伐採業者・造林業者等を通じ
た森林所有者への働きかけ

職場環境の改善（働きやすい職場づくり）
伐採業者等による再造林・下刈りの促進

地域毎の課題解決に向けた実践・結果の検討

森林環境譲与税等を活用した市町村施策の検討・推進
J-クレジットの創出を図る事業体への支援

地域が一体となったシカ被害対策の推進
ノウサギ被害対策の検討・推進

部会１月３０日▲



確実な再造林に向けた対策について
  

確実な再造林に向け、関係者の合意形成のもと一体となって対策を実行するため、確実

な再造林に向けた対策検討会議及び県民局ごとに地域再造林推進ＷＧを設置し、課題解決

に向けた対策等を検討している。

１ 再造林に関する主な課題

① 森林の適切な経営管理

② 造林作業の省力化・効率化

③ 伐採作業と造林作業の連携

④ 苗木の安定供給体制の構築

⑤ 獣害対策の強化

２ 推進体制                                                            

各部会との連携・アドバイスによる課題解決に向けた取り組みを拡大

地域再造林推進ＷＧ

各普及指導区単位（県民局・市町村・森林組合・事業体）

課題報告・アドバイス

確実な再造林に向けた対策検討会議

（構成員：森林管理署、森林技術・支援センター、森林整備センター、

市町村、県森連、県木連、県苗組、県）

伐採・再造林連携推進検討部会

（技術支援）
構 成 員 ：県・県民局・森林研究所・市町村

県木連・県苗組

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：森林技術・支援センター

森林経営計画策定推進検討部会

（森林経営支援）
構 成 員 ：県・県民局・市町村・県森連

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：森林管理署・森林整備センター

再造林方針共有

〇伐採・再造林連携等に係るガイドラインの検討

〇林業事業体における自主行動規範策定

〇伐採事業者と造林事業者との連携協定等

〇伐採・再造林の低コスト化に向けた検討

技 術 支 援

〇森林経営計画策定の課題把握(人的・技術的等）

〇課題フォロー体制の構築

〇林業の経営適地の検討

〇森林経営計画を活用した新たな取組(J-ｸﾚｼﾞｯﾄ等)

〇再造林等森林整備に要する経費の実態確認

経 営 支 援

【短期的計画（１年）】

・ガイドラインの策定

・林業適地の検討

【長期的計画（１～５年）】

・自主行動規範、伐採業者と造林業者との連携協定

・森林経営計画策定の拡大     ・低密度植栽（作業効率、素性等）

・路網計画、地拵え技術、獣害対策 ・J-クレジット制度等への取組

-11-



確実な再造林に向けた対策検討会議部会等運営要領

制定 令和５年６月５日付け、林第 154号

（目的）

第１ この要領は、確実な再造林に向けた対策検討会議（以下「検討会議」という。）運営

要領第６の規定により、部会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（組織）

第２ 部会は、検討会議の委員で組織し、別表の職にあるものを充てる。

２ 部会には必要に応じてアドバイザーを置くことができる。

３ 部会には部会長を置き、部会長は会務を統轄する。

４ 伐採・再造林連携推進検討会の部会長は、農林水産部治山課長の職にあるものを充て、

森林経営計画策定推進検討会の部会長は、農林水産部林政課長の職にあるものを充てる。

（会議）

第３ 部会は部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長になって運営する。

２ 部会の協議が終了したときは、検討会議にその結果を報告するものとする。

（部会の協議事項等）

第４ 部会は、第５に定める地域再造林推進ワーキンググループ（以下「再造林ＷＧ」と

いう。）が第７により報告した内容等について協議を行う。

２ 部会は、再造林ＷＧの検討結果に対し、必要な情報の提供やアドバイスを行う。

（地域再造林推進ＷＧ）

第５ 再造林に係る地域の課題や対策を検討するため、原則、普及指導区ごとに再造林Ｗ

Ｇを設置する。

２ 再造林ＷＧは、林業普及指導員、市町村、森林組合及び林業事業体等で構成し、その

代表は地区主任林業普及指導員(以下「地区主任」という。)が務める。

３ 再造林ＷＧは地区主任が必要に応じて招集し、地区主任が議長になって運営する。

（再造林ＷＧの検討事項）

第６ 再造林ＷＧは次の事項について協議し、地域の課題解決に向けて取り組むものとす

る。

（１）技術支援に関する事項

① 伐採・再造林連携等に係るガイドラインの検討

② 林業事業体における自主行動規範の策定

③ 伐採事業者と造林事業者との連携協定等

④ 伐採再造林の低コスト化に向けた取組

⑤ その他必要事項



（２） 経営支援に関する事項

① 森林経営計画策定の課題

② 林業経営適地の検討

③ 森林経営計画を活用した新たな取組（Ｊ-クレジット制度等）

④ 再造林等森林整備に要する経費の実態確認

⑤ 課題解決のフォロー体制の構築

⑥ その他必要事項

（部会と再造林ＷＧの連携）

第７ 再造林ＷＧは協議の状況をとりまとめ、部会に次の期日までに報告する。

（１）当該年度の中間報告を毎年８月末

（２）当該年度の活動成果を毎年１月末

（その他）

第８ この要領に定めるもののほか部会及び再造林ＷＧに必要な事項は、部会において別

に定める。

附 則

この規程は、令和５年６月５日から施行する。



別表

確実な再造林に向けた対策検討会議部会構成員

組    織 伐採・再造林
連携推進検討会

森林経営計画
策定推進検討会

近畿中国森林管理局岡山森林管理署長 アドバイザー

近畿中国森林管理局
森林技術・支援センター所長 アドバイザー

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備
センター中国四国整備局長 アドバイザー

津山市森林課長 ○ ○

新見市林業振興課長 ○ ○

真庭市林業・バイオマス産業課長 ○ ○

美作市森林政策課長 ○ ○

新庄村産業建設課長 ○ ○

勝央町産業建設部総括参事 ○ ○

西粟倉村産業観光課長 ○ ○

岡山県森林組合連合会 代表理事専務 ○

一般社団法人岡山県木材組合連合会 専務理事 ○

岡山県山林種苗協同組合 事務局長 ○

農林水産部林政課長 ○

農林水産部治山課長 ○

備前県民局森林企画課長 ○ ○

備中県民局森林企画課長 ○ ○

美作県民局森林企画課長 ○ ○

農林水産総合センター森林研究所長 ○
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